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“税務の職場”
何でも110番
zenkokuzei@aol.com

全
国
税
は
、
職
場
で
起
こ
っ
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
「
税
務

の
職
場
、
何
で
も
一
一
○
番
」

を
常
時
設
置
し
て
い
ま
す
（
電

話
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
は
上
記
の
番
号
ま

で
ど
う
ぞ
）。

◇ 全国税ホームページ ◇
http://www.kokko-net.org/zenkokuzei

〈
出
題
〉
九
段

西
村
一
義

中
級
ク
ラ
ス

〈
ヒ
ン
ト
〉
と
ど
め
に
飛
車

が
働
く
…
…
。

（
10
分
で
二
段
）

持
駒
　
金
桂「

バ
ラ
マ
キ

一
瞬
、
増
税

一
生
」
の
愚

策
に
空
い
た

口
が
塞
が
ら

な
か
っ
た

が
、
金
融
危
機
と
景
気
後
退

に
対
応
す
る
欧
州
諸
国
の

「
計
画
」
に
ガ
ッ
テ
ン
し
た

▼
「
全
員
を
支
援
す
る
最
良

で
最
も
公
平
な
方
策
」
を
い

ち
早
く
英
国
が
発
表
。
景
気

刺
激
策
と
し
て
、
一
時
的
に

付
加
価
値
税
率
を
２
・
５
％

引
き
下
げ
、
低
所
得
者
の
所

得
税
を
恒
久
減
税
し
、
最
高

税
率
は
５
％
引
き
上
げ
▼
Ｅ

Ｕ
も「
連
帯
と
社
会
的
公
正
」

を
謳
い
、
各
国
に
付
加
価
値

税
や
労
働
者
の
所
得
税
減
税

を
勧
告
す
る
内
容
を
含
ん
だ

「
欧
州
経
済
回
復
計
画
」
を

発
表
▼
「
未
曽
有
の
Ｋ
Ｙ
首

相
」
な
ら
、「（
欧
州
は
）
社

会
的
常
識
が
欠
落
し
て
い

る
」
と
言
い
か
ね
な
い
が
、

政
府
税
調
や
自
民
党
税
調
の

面
々
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
流

れ
に
取
り
残
さ
れ
、
迷
走
を

い
つ
ま
で
続
け
る
の
か
。

第48回税研全国集会

『今こそ応能負担原則の確立を』
2009年1月10日（土）～11日（日）
◎須磨温泉　寿楼 臨水亭（神戸市須磨区）

●講演と特別報告
①最近の税制改正の問題点（仮題）

立命館大学教授・三木義一氏
②e‐Tax、急拡大策の問題点（仮題）

近畿地連・長谷川前本部書記長
●３つの分科会　　　１.税制一般

２.暮らしと税金
３.税務行政

◇お申し込み・詳細は、お近くの全国税組合員まで

応
能
負
担
原
則
の
徹
底
を

税
制
・
税
務
行
政
の
あ
り

方
は
、
人
々
の
生
活
に
重
大

な
影
響
を
も
ち
、
わ
が
国
の

政
治
、
経
済
、
社
会
の
あ
り

方
に
も
決
定
的
と
も
い
え
る

影
響
を
も
ち
ま
す
。

税
制
調
査
会
は
、
税
制
に

関
す
る
政
府
の
審
議
会
で
あ

り
、
全
国
税
は
そ
の
動
向
を

注
視
し
、
１
９
７
６
年
以
降

「
年
度
答
申
」
に
向
け
た
税

現
場
か
ら
一
斉
に
次
の
よ

う
な
声
が
上
が
り
ま
し
た
。

▼
e
‐
T
a
x
普
及
競
争
を

止
め
、
臨
機
応
変
に
タ
ッ
チ

パ
ネ
ル
も
活
用
せ
よ
▼
法
人

調
査
件
数
を
減
ら
し
、
挙
署

体
制
を
抜
本
的
に
拡
充
せ
よ

▼
局
は
各
署
の
実
態
を
的
確

に
つ
か
み
、
局
員
派
遣
を
増

や
せ
▼
全
て
の
相
談
を
５
時

ま
で
に
終
了
さ
せ
よ
▼
休
み

時
間
へ
の
相
談
食
い
込
み
を

な
く
せ
▼
交
替
・
休
憩
な

し
、
立
ち
っ
放
し
の
相
談
を

政
府
は
11
月
16
日
、
第
30

期
中
央
労
働
委
員
会
の
労
働

者
委
員
に
、
淀
房
子
氏
（
全

医
労
前
副
委
員
長
）
を
任
命

し
ま
し
た
。

連
合
、
全
労
連
が
結
成
さ

れ
た
１
９
８
９
年
以
降
、
連

合
推
薦
候
補
が
中
労
委
委
員

を
独
占
す
る
状
況
が
続
い
て

い
ま
し
た
が
、
非
連
合
系
の

労
働
委
員
が
選
出
さ
れ
た
の

は
初
め
て
で
す
。

全
労
連
、純
中
立
労
組
懇
、

日
本
マ
ス
コ
ミ
文
化
情
報
労

組
会
議
が
「
全
国
労
働
委
員

見
直
せ
▼
巡
回
指
導
か
ら

「
個
資
一
体
的
相
談
」
を
分

離
せ
よ
。

こ
の
上
、「
一
元
化
に
向

け
た
取
組
」
を
上
乗
せ
す
る

次
の
よ
う
な
施
策
を
打
ち
出

し
て
い
ま
す
。

「
一
元
化
の
全
署
実
施
に

当
た
っ
て
は
、
確
定
申
告
期

に
お
け
る
共
同
事
務
処
理
体

制
の
確
立
（
ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄

積
等
）
が
着
実
に
図
ら
れ
る

よ
う
、
積
極
的
に
取
り
組
ん

で
い
く
必
要
が
あ
る
」
と
。

□
　
　
□
　
　
□

平
成
20
年
分
確
申
期
の
焦

点
は
、
第
一
に
、
健
康
第
一

の
相
談
・
処
理
体
制
を
構
築

す
る
こ
と
で
す
。
超
勤
時
間

を
前
年
よ
り
減
ら
す
た
め
、

挙
署
体
制
拡
充
と
あ
わ
せ
、

大
量
の
申
告
書
が
提
出
さ
れ

る
署
へ
の
応
援
体
制
の
確
立

が
急
務
で
す
。

第
二
に
、
交
替
・
休
憩
が

で
き
な
い
巡
回
指
導
を
抜
本

的
に
見
直
し
、「
個
資
一
体

的
相
談
」
の
押
し
付
け
を
止

会
民
主
化
対
策
会
議
」
を
つ

く
り
、
政
府
の
偏
向
任
命
を

是
正
さ
せ
る
運
動
を
積
み
上

げ
、
勝
ち
と
っ
た
歴
史
的
・

画
期
的
成
果
と
い
え
ま
す
。

国
公
労
連
は
声
明
を
発
表

し
、
中
労
委
が
不
当
労
働
行

為
の
救
済
機
関
と
し
て
の

「
本
来
の
機
能
を
発
揮
す
る

契
機
と
な
る
だ
ろ
う
」
と
の

べ
て
い
ま
す
。

一
方
、
民
間
枠
で
立
候
補

し
た
水
久
保
文
明
さ
ん
（
新

聞
労
連
）
が
任
命
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
に
関
連
し
て
、

「
政
府
の
姿
勢
を
根
本
的
に

転
換
さ
せ
た
も
の
と
は
評
価

で
き
な
い
」
と
し
、
引
き
続

き
労
働
行
政
民
主
化
に
取
り

組
む
と
し
て
い
ま
す
。

キ
ー
ワ
ー
ド

中
労
委
は

公
労
使
三
者
構
成
で
、
労
働

者
委
員
15
人
の
う
ち
、
民
間

労
組
出
身
の
委
員
と
、
特
定

独
立
行
政
法
人
な
ど
の
委
員

が
い
る
。
淀
さ
ん
は
独
法
関

連
枠
で
任
命
さ
れ
た
も
の
。

に
再
配
分
機
能
を
重
視
す
る

税
制
に
転
換
す
る
こ
と
を
強

く
求
め
、
①
応
能
負
担
原
則

の
徹
底
、
②
最
低
生
活
費
非

課
税
の
原
則
の
徹
底
、
③
総

合
課
税
・
超
過
累
進
課
税
の

強
化
、
④
大
企
業
・
大
口
資

産
家
優
遇
税
制
の
見
直
し
、

⑤
逆
進
性
の
強
い
消
費
税
の

廃
止
・
見
直
し
に
つ
い
て
、

意
見
を
述
べ
て
い
ま
す
。

制
審
議
に
あ
た
り
、
総
合
累

進
課
税
を
軸
と
し
た
税
体
系

の
確
立
、
改
革
を
行
う
よ
う

申
し
入
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
と
し
も
、
全
労
連
・
国

公
労
連
・
全
国
税
の
連
名
で

「
２
０
０
９
年
度
税
制
審
議

に
関
す
る
申
入
書
」
を
提
出

し
ま
し
た
。

貧
困
と
格
差
拡
大
が
進
む

中
、
そ
の
格
差
縮
小
の
た
め

私
の
決
意

私
の
ス
タ
ン
ス

は
明
確
で
す
。賃
金
カ
ッ
ト
、

不
当
労
働
行
為
、
不
当
配
転

な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
は
、
無
く
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
す
。

職
員
犠
牲
で
「
悪
名
」
と
ど
ろ
か
せ
た
歴
代
長
官

納得できますか

「
最
悪
の
確
申
期
」
と
な

っ
た
主
な
要
因
は
、
①
e
‐

T
a
x
普
及
の
前
倒
し
達
成

を
煽
り
、
②
思
い
つ
き
導
入

の「
初
回
来
署
型
電
子
申
告
」

へ
強
制
誘
導
し
、
事
務
の
流

れ
を
悪
化
さ
せ
、
③
新
規
事

下表で勤勉手当の成績率を確認して下さい。
「良好」が標準ですが、あなたは納得できますか。
「役職別加算」は（本俸＋地域）×％（１・２級
０、３級５、４・５級10、６級15％）で計算。

務
量
の
見
積
り
な
ど
を
現
場

に
丸
投
げ
し
、
連
日
・
長
時

間
超
勤
を
ま
ん
延
さ
せ
、
④

昼
休
み
相
談
強
行
で
、
各
職

員
の
休
み
時
間
に
食
い
込
む

相
談
を
頻
発
さ
せ
た
、
等
々

で
す
。

「
昼
休
み
確
保
は
本
気
だ
」

と
大
ミ
エ
き
っ
た
が
…

昼
休
み
相
談
強
行
だ
！

昼
休
み
は
従
来
通
り
と
再
確

認
し
た
直
後
、
昼
休
み
窓
口

の
検
討
開
始
だ
！

何
が
何
で
も
全
件
入
力
だ
！

昼
休
み
相
談
…
ム
ニ
ャ
ム
ニ
ャ

ム
ニ
ャ
ム
ニ
ャ

立
ち
っ
放
し
巡
回
指
導
だ
！

昼
休
み
勤
務
時
間
割
り
振
り

で
現
場
に
混
乱
持
ち
込
む

日
曜
開
庁
だ
！

「
職
員
に
負
担
か
け
る
と
言

っ
て
い
る
の
だ
」
と
居
直
る （寺澤元長官）

（牧野前長官）

（福田元長官）

（木村元長官）

（大武元長官）

淀
さ
ん
中
労
委
委
員
に

初
の
非
連
合
委
員
が
誕
生

昨
年
は
、
ト
ッ
プ
の
判
断
ミ
ス
と
現
場
丸
投
げ
の

無
責
任
な
対
応
で
「
最
悪
の
確
申
期
」
と
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
今
年
は
さ
ら
に
、「
内
部
事
務
一
元
化

に
向
け
た
取
組
」
も
重
く
の
し
か
か
る
様
相
を
呈
し
、

「
一
人
の
病
人
、
死
亡
者
も
だ
さ
な
い
」
確
申
期
対
策

の
構
築
が
重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

め
る
こ
と
で
す
。

第
三
に
、
５
時
ま
で
に
全

て
の
相
談
の
終
了
、
昼
休
み

に
食
い
込
む
相
談
を
一
掃
す

る
手
立
て
の
明
示
で
す
。

第
四
に
、
健
康
対
策
が
と

れ
な
い
外
部
会
場
、
平
日
業

務
に
支
障
を
き
た
す
日
曜
開

庁
に
つ
い
て
、
効
率
性
の
面

か
ら
も
こ
れ
ら
の
施
策
は
廃

止
・
縮
小
す
べ
き
で
す
。

第
五
に
、
署
設
置
作
成
コ

ー
ナ
ー
用
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ

た
e
‐
T
a
x
普
及
で
、
モ

ラ
ル
逸
脱
の
強
制
や
競
争
を

一
切
排
除
す
る
こ
と
で
す
。

「
一
元
化
に
向
け
た
取
組
」

上
乗
せ
す
る
つ
も
り
か

税
制
調
査
会

に
申
し
入
れ

勤勉手当
「成績率」

「 一 元 化 に 向 け た 取 組 」
の し か か り 、上 乗 せ に

二度と起こすな！トップ

の判断ミスと現場丸投げ

健康第一の確申期対策を
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出
し
て
く
れ
る
修
理
代
も

運
転
者
の
責
任
を
問
わ
れ

た
ら
と
の
不
安
か
ら
乗
り

た
く
な
い
、
と
思
う
職
員

も
多
い
と
聞
く
。

事
故
は
な
い
に
限
る

が
、
安
全
運
転
の
た
め
に

も
精
神
的
負
担
が
少
な
い

納
付
書
が
作
れ
な
い

【
東
海
・
名
古
屋
中
村
】

現
在
、
納
付
書
の
プ
リ

ン
タ
ー
は
、
管
理
部
門
の

あ
る
３
階
に
あ
り
ま
す
。

署
内
に
１
台
だ
け
で
す
。

内
部
事
務
一
元
化
後
、

管
理
部
門
は
１
階
へ
移
動

し
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
納

付
書
の
プ
リ
ン
タ
ー
も
１

階
に
備
付
け
に
な
り
ま

す
。徴

収
部
門
は
、
内
部
事

務
一
元
化
後
も
３
階
に
残

る
の
で
、
徴
収
部
門
で
は

納
付
書
が
プ
リ
ン
ト
で
き

な
く
な
り
ま
す
。

徴
収
部
門
に
も
納
付
書

の
プ
リ
ン
タ
ー
を
備
付
け

る
よ
う
に
局
に
要
請
し
ま

し
た
が
断
ら
れ
ま
し
た
。

任
意
保
険
未
加
入
で

【
北
海
道
・
札
幌
西
】

立
冬
を
過
ぎ
終
業
時
間

の
５
時
15
分
は
外
は
も
う

夜
。退
庁
の
足
元
も
暗
い
。

明
る
い
内
で
も
不
安
な
も

の
に
官
用
車
が
あ
る
。
任

意
保
険
に
入
っ
て
い
な
い

か
ら
だ
。

慣
れ
な
い
車
の
運
転
。

自
損
・
他
損
を
問
わ
ず
物

損
事
故
の
補
償
は
ど
う
な

る
の
か
。
車
両
保
険
に
入

っ
て
い
れ
ば
保
険
会
社
が

〈
解
答
〉

貧困は社会の問題
公共サービスを守ろう

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
「構造改革」により、国・地方自治体は、極限までの職員

定数の削減と組織そのものの淘汰が進められている。
公務サービスの民営化は様々な手法で進められており、そ

の際には「公務を民間が効率的に行う」と表現されるが実態
と違っている。サービスを公務が担っているときは、人的・
物的経費がかかるが、民間が担うと物的経費が安くなる訳で
はない。結局、利益捻出のために人的経費を削るしかなく、
非正規労働者や派遣労働者への置き換えが進むに過ぎない。
指定管理者制度１）の導入を推進した企業が「設備投資不

要、間違いなく儲かる」と宣伝していたことも忘れてはなら
ない。この制度においては、落札業者の撤退や粉飾決算業者
の参入等の問題事例が相次ぎ、自治体の財産が食い潰されて
いる。総務省も「公社サービスの水準確保」「適切な積算」
等といった見直しを余儀なくされている。
ＰＦＩ法２）は、民間に任せることでいいものができると

いう哲学に基づくが、行政の関与の後退が住民の利益と安全
の後退につながる問題事例が多数報告されている。
構造改革特区では、株式会社大学の失敗等、文科省から改

善勧告が出される状況になっている。
市場化テストでは、公務の専門性が継承されず、思想・信

条や私有財産の処分に直結する高度な個人情報等が十分に保
護されない実態も生じている。
公務労働者には、今、公務の現場で起きていることを国民

に明らかにし、弊害を除去していく取り組みを強めてもらい
たい。
公共サービスは、貧困状態にある人も幸せに暮らしていく

ためにあり、必ずそこに行き着くことになる。

１）指定管理者制度 「公の施設」の管理運営主体を、自治体の出
資法人や公共的団体等に限定していたものを、平成15年9月から民間
事業者やＮＰＯ法人等にも委ねられることにした。
２）ＰＦＩ（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）
公共施設等の建設、維持管理、運営等を「民間の資金、経営能

力・技術的能力を活用する」手法。

「国公労連中央労働学校」（11月５
日開催）で行われた、尾林芳匡弁護
士による講義「公務の民営化と公務
労働」（要旨）を紹介します。

八
方
尾
根
で
滑
り
ま
く
っ
て
み
ん
な
と
交
流
し
よ
う

日程 2009年１月24日（土）～26日（月）
会場 長野県・白馬八方尾根スキー場
宿泊 雷鳥ヒュッテ（白馬村八方）
費用 ２泊３日 大 人17,000円

子ども14,000円
※申込みは全国税本部「スキーの集い」
係まで
Fax（03－3507－0886）
郵便 〒100－0013
千代田区霞が関３－１－１財務ビル

第51回全国税スキーの集い

〈
解
説
〉

方
が
良
い
の
は
当
然
だ
。

進
行
は
大
丈
夫
？

【
近
畿
・
北
大
阪
】

Ｋ
署
で
の
こ
と
。
玄
関

を
入
る
と
受
付
の
ほ
か
に

統
括
官
と
思
し
き
年
配
の

職
員
が
立
っ
て
い
る
。
新

施
策
（
案
内
）
に
し
て
は

不
思
議
だ
な
と
職
員
に
聞

い
て
み
た
ら
、
ど
う
も
ト

ラ
ブ
ル
が
想
定
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
一
応
立
ち
番
を

さ
れ
て
い
る
ら
し
い
と
の

こ
と
（
一
日
中
か
ど
う
か

は
不
明
）。

仕
事
が
年
々
忙
し
く
な

っ
て
統
括
官
は
大
変
だ

が
、
部
門
の
仕
事
の
進
行

は
大
丈
夫
な
の
か
な
？

訂
正前

々
号
の
本
欄
の
記
事

の
内
「
伏
見
署
の
青
年
が

轢
き
逃
げ
で
逮
捕
さ
れ

た
」
は
、「
左
京
署
の
青

年
が
伏
見
区
内
…
…
」
の

誤
り
で
し
た
の
で
訂
正
い

た
し
ま
す
。

「税とり競争」煽る危険 「
公
権
力
行
使
職
員
は
業
績
評
価
お
よ
び
給
与
決
定

等
は
な
じ
ま
な
い
」
と
し
た
ス
タ
ン
ス
を
堅
持
せ
よ

検証、チェックする視点

に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
の
困
難
性
を
洗
い

出
す
。

■
期
末
面
談
で
は
、
ど
う
い
う
視
点
や

判
断
基
準
で
評
価
を
行
な
わ
れ
た
か
検

証
し
、
問
題
点
を
洗
い
出
す
。

被
評
価
者
が
納
得
で
き
な
い
場
合
、

苦
情
相
談
や
苦
情
処
理
は
ど
の
よ
う
に

行
わ
れ
、
機
能
し
た
か
を
検
証
。

■
評
価
結
果
の
公
正
さ
や
正
確
さ
を
検

証
す
る
た
め
、
同
種
の
業
務
が
同
等
の

評
価
と
な
っ
て
い
る
か
を
洗
い
出
す
。

制
度
官
庁
（
総
務
省
・
人
事
院
）
は
、
新
た
な
人
事
評
価
制
度
を
09
年
４
月
か
ら
施

行
す
る
方
向
性
を
示
し
、
全
職
員
を
対
象
に
「
リ
ハ
ー
サ
ル
試
行
」
を
行
わ
せ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
評
価
項
目
や
評
価
シ
ー
ト
は
極
め
て
抽
象
的
な
も
の
で
、
実
施
期
間
も

極
め
て
短
期
間
で
す
。
不
十
分
さ
は
明
白
で
す
が
、
参
加
し
た
職
員
の
苦
労
を
無
に
し

な
い
た
め
に
も
、
そ
の
問
題
点
を
徹
底
的
に
洗
い
出
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
こ
れ
ま
で
人
事
評
価
に
関
す
る
業
務

量
等
は
一
切
検
証
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

期
首
・
期
末
面
談
は
納
得
い
く
ま
で
行

う
べ
き
で
す
が
、
そ
の
た
め
ど
れ
程
の

労
力
を
要
す
る
か
を
検
証
。

■
評
価
者
・
被
評
価
者
各
々
が
納
得
で

き
る
目
標
設
定
と
な
っ
て
い
る
か
、
目

標
設
定
自
体
が
労
働
強
化
を
招
き
、
超

勤
を
し
な
け
れ
ば
不
可
能
な
も
の
に
な

っ
て
い
な
い
か
を
検
証
。
特
に
、
短
期

間
で
の
目
標
設
定
や
組
織
目
標
を
個
人

民
間
で
先
行
し
た
人
事
評

価
制
度
は
、「
恣
意
的
な
制

度
運
用
に
陥
り
や
す
い
」

（
08
年
『
労
働
経
済
白
書
』）

な
ど
の
問
題
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
ま
す
。
成
果
を
得
や

す
い
業
務
ば
か
り
が
優
先
さ

れ
、
評
価
さ
れ
な
い
こ
と
に

は
手
を
出
さ
な
い
、
後
輩
の

指
導
は
し
な
く
な
る
、
中
長

期
的
な
目
標
は
後
景
に
お
か

れ
る
、
上
司
の
顔
色
を
窺
い

な
が
ら
仕
事
を
す
る
な
ど
、

そ
の
弊
害
は
枚
挙
に
い
と
ま

が
あ
り
ま
せ
ん
。

「
信
賞
必
罰
を
柱
と
す
る

公
務
員
制
度
の
持
ち
込
み
」

点
や
課
題
を
的
確
に
把
握
し

て
い
く
」
と
し
て
お
り
、
02

年
当
時
か
ら
大
幅
に
後
退
し

た
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
こ
と

に
私
た
ち
は
危
惧
を
抱
い
て

い
ま
す
。

国
税
庁
当
局
が
、
02
年
当

時
の
ス
タ
ン
ス
を
堅
持
し
た

意
見
表
明
を
行
う
よ
う
強
く

求
め
ま
す
。

あ
わ
せ
て
、
人
事
評
価
制

度
に
よ
る
業
務
量
の
上
乗
せ

や
通
常
業
務
へ
の
影
響
等
に

つ
い
て
の
検
証
結
果
を
公
表

し
、
い
か
に
時
間
と
手
間
を

要
す
る
「
高
コ
ス
ト
」
の
も

の
で
あ
る
か
を
、
あ
ま
す
と

こ
ろ
な
く
検
証
し
、
意
見
を

述
べ
る
よ
う
求
め
ま
す
。

の
動
き
が
強
ま
っ
た
02
年
当

時
、
国
税
庁
当
局
は
、
行
政

改
革
推
進
事
務
局
と
の
ヒ
ア

リ
ン
グ
の
際
、「
数
値
目
標

が
ノ
ル
マ
に
つ
な
が
り
〝

国
民
と
の
間
で
無
用
の
摩

擦
を
生
ず
る
な
ど
適
正
・

公
平
な
行
政
の
実
現
に
弊

害
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ

る
」
と
し
、「
公
権
力
行

使
職
員
は
業
績
評
価
お
よ

び
給
与
決
定
等
は
な
じ
ま

な
い
」
と
、
事
実
上
の
反

対
を
表
明
し
ま
し
た
。

現
在
示
さ
れ
て
い
る
総
務

省
の
「
骨
子
」
は
、「
評
価

項
目
」
や
「
評
価
シ
ー
ト
」

な
ど
極
め
て
抽
象
的
な
も
の

で
、
多
く
の
問
題
を
抱
え
た

ま
ま
で
す
。

人
事
院
の
「
措
置
案
」
は
、

短
期
の
評
価
結
果
を
給
与
、

昇
任
、
分
限
な
ど
あ
ら
ゆ
る

人
事
管
理
に
反
映
さ
せ
る
と

い
う
決
定
的
な
欠
陥
を
持
っ

て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
現
在
、
国
税
庁

当
局
は
、「（
制
度
官
庁
の
要

請
を
受
け
）
新
制
度
に
対
す

る
職
員
の
理
解
が
深
ま
る
よ

う
適
切
に
試
行
を
進
め
、
本

格
実
施
を
行
う
上
で
の
問
題

人　事
評価制度

労力費やし混乱持ち込むだけ




